
船舶事故調査報告書 

 

                               平成２２年６月１７日 

                        運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

委   員  横 山 鐵 男（部会長） 

委   員  山 本 哲 也 

委   員  根 本 美 奈 

 

事故種類 乗組員死傷 

発生日時 平成２１年１１月９日 ００時１０分ごろ 

発生場所 熊本県天草市戸島
と し ま

北東沖 戸島灯台から真方位０４５°１,０００ｍ付近 

（概位 北緯３２°１２.３′ 東経１３０°０５.３′） 

事故調査の経過  平成２１年１１月１１日、本事故の調査を担当する主管調査官（長崎事

務所）ほか１人の地方事故調査官を指名した。  

 原因関係者としての船長からの意見聴取は、本人が本事故で死亡したた

め行わなかった。 

事実情報  

船種船名、総トン数 

船舶番号、船舶所有者等 

Ｌ×Ｂ×Ｄ、船質 

機関、出力、進水等 

漁船 明弘
めいこう

丸、４.９トン 

 ＫＭ３－５３５４２（漁船登録番号）、個人所有 

 １１.７７ｍ(Lr)×２.７１ｍ×０.８５ｍ、ＦＲＰ 

 ディーゼル機関、３６９kＷ（漁船法馬力数）、平成元年１２月２４日 

乗組員等に関する情報 船長 男性 ３８歳 

 一級小型船舶操縦士 

  免 許 登 録 日 平成１５年８月１８日 

  免許証交付日 平成１８年７月１２日 

         （平成２３年７月１１日まで有効） 

死傷者等 死亡 １人（船長）、負傷 ２人（甲板員Ａ及びＢ）  

損傷 なし 

事故の経過  本船は、船長ほか甲板員２人が乗り組み、戸島北東沖において、船首右

舷側に設置された揚網用ウインチで磯
いそ

建網
だてあみ

の揚網を開始したところ、網が

プロペラに絡んだので、船尾の左舷側及び右舷側から水中灯を海中に入れ

て絡網の状況を確認したのち、網を切断することとした。 

 甲板員Ａは、平成２１年１１月９日００時１０分ごろ、船尾右舷側で水

中灯を引き揚げているとき、船尾左舷側で水中灯を引き揚げていた船長の

叫び声を聞いて振り向いたところ、船尾左舷側に設置されている漁網ロー

プ巻揚げ用ウインチ（以下「本件ウインチ」という。）が巻揚げ方向に作

動し、本件ウインチのドラムに巻き付けていたロープの先端に付いている

おもり
・ ・ ・

（以下「本件おもり
・ ・ ・

」という。）が、ドラムの回転により振れ回っ

ており、本件ウインチの船首側に船長が仰向けに倒れていた。 

 船首右舷側の揚網用ウインチを操作していた甲板員Ｂは、甲板員Ａの声

を聞いて船尾へ向かい、船長を本件ウインチのそばから引き離し、甲板員

Ａは、本件ウインチの操作レバー（以下「本件レバー」という。）が巻揚

げ側に入っているのを認めて、中立とした。 

 本船は、天草市牛深港に向かい救助を依頼したが、船長は脳挫傷による
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死亡と検案され、甲板員Ａ及びＢは、船長を救助する際、振れ回っていた

本件おもり
・ ・ ・

が当たり、甲板員Ａは前歯折損、甲板員Ｂは右手首はく
・ ・

離骨折

等を負った。 

気象・海象 気象：天気 曇り、風向 南南東、風力 ２～３、視界 良好 

海象：海面 平穏 

その他の事項  本船は、船首右舷側に揚網用ウインチ、船尾左舷側に刺し網漁で使用す

る本件ウインチを設置しており、磯建網漁終了後、刺し網漁を行う予定で

あった。 

 本事故発生前、本件レバーは中立の状態で、本件ウインチのドラムには

刺し網用ロープを全量巻いており、同ロープ先端の本件おもり
・ ・ ・

は、船尾ブ

ルワーク上に設置された架台に置かれていた。 

 本件レバーは、本件ウインチのドラム後端から船尾方へ約５１㎝の船尾

左舷側ブルワーク上に設置され、ブルワーク上の高さは約２４㎝であっ

た。 

 本件レバーは、垂直時が中立で、船首側に倒すと巻揚げ方向に作動し、

船尾側に倒すと繰出し方向に作動した。 

 本件おもり
・ ・ ・

は、直径約４㎝、長さ約７㎝の円柱の鉛７個を１列につな

ぎ、それを４列束ねた長さ約５５㎝の棒状で、重さは２５～３０㎏であっ

た。 

 水中灯の重さは、約５㎏であった。 

分析 乗組員等の関与 

船体・機関等の関与 

気象・海象の関与 

判明した事項の解析 

 

不明 

なし 

なし 

 船長の死因は脳挫傷であった。 

 本船は、戸島北東沖で揚網中、船長がプロペラの

絡網状況を確認するために投下した水中灯を引き揚

げる際、本件ウインチが巻揚げ方向に作動したた

め、振れ回った本件おもり
・ ・ ・

が船長の頭部に当たった

ものと考えられる。 

 本件ウインチは、船長が、水中灯を引き揚げる

際、誤って本件レバーに触れ、同レバーが巻揚げ側

に入ったことにより、巻揚げ方向に作動した可能性

があると考えられる。 

原因  本事故は、本船が戸島北東沖で揚網中、船長がプロペラの絡網状況を確

認するために投下した水中灯を引き揚げる際、本件ウインチが巻揚げ方向

に作動したため、振れ回った本件おもり
・ ・ ・

が船長の頭部に当たったことによ

り発生したものと考えられる。 

 




